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１　例示品 

中西製作所製消毒保管機　 

型式：MCSK-10-sX 

※MCSK-10-s に SD カードで温度履歴管理の機能が付いたもの。 

２　仕様 

（1）外形寸法：幅 900×奥行 550×高さ 1900ｍｍ以内 

（2）棚段：５段とする（1段の耐荷重 40㎏以上） 

（3）収納篭数：10 個以上（篭サイズ　390×360×200ｍｍ） 

（4）温度・時間表示：温度と時間を交互に表示 

（5）消毒方式：マルチブロー方式 

（熱風の吹き出し口は下部と両サイドからとする） 

（6）ファン：ターボファンとする。 

（7）操作部：マイコン式とする。 

（8）電源：３相 200V　 

（9）消費電力：4.2ｋｗ以内 

（ブロワー0.2ｋｗ・ヒーター2.0ｋｗ×２台） 

（10）運転方式：３種類以上あること。エコ運転機能がついて 

いるものとする。 

（11）操作パネル：運転データの記録が出来ることとする。 

※SD カード（３GB 以上のもの）をつけた状態で納入するこ

と。 

※過去 15回以上の運転データが記録でき、記録内容は 

運転日・設定温度・設定時間・庫内温度・運転開始時間 

・運転終了時間とする。 

　　※SD カードに保存できること。 

　　※ISO9001 の認定工場で製作された製品であること。 

 

３　例示品 

中西製作所製消毒保管機 

型式：MCSK-５-sX 

※MCSK-５-s に SD カードで温度履歴管理の機能が付いたもの。 

４　仕様 

（1）外形寸法：幅 550×奥行 550×高さ 1900ｍｍ以内 

（2）棚段：５段とする（１段の耐荷重 20 ㎏以上） 

（3）収納篭数：５個以上（篭サイズ　390×360×200ｍｍ） 
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〇納期　　　　　令和８年２月 28 日（土） 

〇納入場所　　　幸崎保育所給食室（例示品 MCSK-10-sX） 

　　　　　　　　本郷保育所給食室（例示品 MCSK-５-sX） 

〇所管課　　　　こども保育課（担当者：塩見　TEL：0848－67－6042） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）温度・時間表示：温度と時間を交互に表示 

（5）消毒方式：マルチブロー方式 

（熱風の吹き出し口は下部と両サイドからとする） 

（6）ファン：ターボファンとする。 

（7）操作部：マイコン式とする。 

（8）電源：３相 200V 

（9）消費電力：2.1ｋｗ以内 

（ブロワー0.1ｋｗ・ヒーター2.0ｋｗ） 

（10）運転方式：３種類以上あること。エコ運転機能がついて 

いるものとする。 

（11）操作パネル：運転データの記録が出来ることとする。 

　　※SD カード（３GB 以上のもの）をつけた状態で納入するこ

と。 

※過去 15回以上の運転データが記録でき、記録内容は 

運転日・設定温度・設定時間・庫内温度・運転開始時間 

・運転終了時間とする。 

　　※SD カードに保存できること。 

　　※ISO9001 の認定工場で製作された製品であること。 

 

５　特記事項 

（1）機器の撤去搬入及び電気配線工事を含むこと。 

既存機器 

幸崎保育所給食室　中西製作所、型式：MS-8 

本郷保育所給食室　中西製作所、型式：NS-5 

※電気配線工事の際、有資格者による作業が必要な場合は、

有資格者に従事させること。 

（2）見積提出までに、保育所に連絡し日程調整を行った上で現

場下見を必ず行うこと。 

　　連絡先：幸崎保育所　0848-69-0109 

　　　　　　本郷保育所　0848-86-3302 

（3）搬入撤去及び電気配線工事の日程は事前に担当者と協議す

ること。 

（4）搬入時における建屋の破損、汚れが生じた場合は担当者と

協議の上、納入業者の責任において補修すること。 

（5）機器の試運転調整を行い、担当者の検査を受けること。 

（6）機器設置後、1年間を保証期間とすること。 

（7）担当者と協議の上、日程を調整し取扱説明をすること。

 

 



 

〇同等品について　　　　 

同等品を認めるものについて、同等品を見積る場合は、10 月 30 日（木）17 時 

までに所管課にカタログ等を提示して、同等品以上と認められるかどうか必ず

審査を受けてください。 

○質問について 

本仕様書についての質問は、10 月 30 日（木）17 時までに担当課に FAX 又はメ

ール送信してください。 

（FAX：0848－67－5934  メール jido@city.mihara.hiroshima.jp）送信後、所管

課へ電話連絡してください。 

回答は 11 月 4 日（火）12 時までに三原市ホームページに掲載します。 

※質問書の様式は三原市ホームページ（入札・調達情報→見積希望物品）にあります。


